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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
十
八
号

電
気
関
係
報
告
規
則
（
昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十

八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
（
主
要
電
気
工
作
物
を
構
成
す
る
設
備
を
定
め
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う

に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
七
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

二

火
力
発
電
所

二

火
力
発
電
所

主
要
電
気
工

主
設
備

主
要
電
気
工

主
設
備

作
物

作
物
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［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

燃
料
設
備

バ
イ
オ
マ
ス
（
動
植
物
に
由
来
す

燃
料
設
備

廃
棄
物
固
形
化
燃
料
を
貯
蔵
す
る

る
有
機
物
で
あ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー

設
備
、
油
タ
ン
ク
及
び
ガ
ス
タ
ン

源
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ク
、
液
化
ガ
ス
用
貯
槽
（
安
全
弁

る
も
の
（
原
油
、
石
油
ガ
ス
、
可

を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に

同
じ
。
）
、
防
液
堤
（
ア
ン
モ
ニ

こ
れ
ら
か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を

ア
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の

除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
原
材
料

に
限
る
。
）
、
液
化
ガ
ス
用
気
化

と
す
る
燃
料
の
受
入
設
備
、
運
搬

器
（
安
全
弁
を
含
む
。
以
下
こ
の

設
備
及
び
貯
蔵
設
備
、
廃
棄
物
固

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
ガ
ス
用

形
化
燃
料
の
貯
蔵
設
備
、
油
タ
ン

又
は
液
化
ガ
ス
用
の
外
径
百
五
十
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ク
及
び
ガ
ス
タ
ン
ク
、
液
化
ガ
ス

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
配
管
及
び

用
貯
槽
（
安
全
弁
を
含
む
。
以
下

導
管
並
び
に
ガ
ス
漏
え
い
検
知
警

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
防

報
設
備
及
び
除
害
設
備

液
堤
（
ア
ン
モ
ニ
ア
を
燃
料
と
し

て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

液
化
ガ
ス
用
気
化
器
（
安
全
弁
を

含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
、
ガ
ス
用
又
は
液
化
ガ
ス

用
の
外
径
百
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
配
管
及
び
導
管
並
び
に
ガ

ス
漏
え
い
検
知
警
報
設
備
及
び
除

害
設
備
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［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。


